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1.地域医療構想に係るこれまでの経緯
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社会保障制度改革国民会議（会長＝清家篤 慶応義塾塾長）報告書とりまとめ（H25.8.6）

地域医療構想の検討経緯（主なもの）

○ 改革推進法により設置され、「少子化」「医療・介護」「年金」の各分野の改革の方向性を提言。

○ 医療・介護制度改革については、医療・介護提供体制の改革と地域包括ケアシステムの構築、国民健康保険

の財政運営の責任を都道府県が担うことなど医療保険制度の改革、難病対策の法制化などを提言。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（いわゆる「医療介護総合確保推進法」：H26.6.25 公布）

○ 新基金創設と医療介護連携の基本方針策定 ＜医療・介護総合確保促進法＞

○ 医療機関の機能分化と連携： 病床機能報告制度の創設、都道府県地域医療構想（ビジョン）の策定＜医療法＞

○ 地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化： 地域支援事業の見直し＜介護保険法＞
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地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会（H26.9.18～H28.3.10）

○ 2025年における医療機能ごとの医療需要と必要病床数の推計方法、地域医療構想を策定する際の手順、
地域医療構想策定後の取組等についてのガイドラインを提示。

○ 地域医療構想の実現に向けた地域の医療提供体制の現状の分析方法や地域医療構想調整会議での議論の
進め方についての留意事項を提示。

○ 平成26年度の病床機能報告の結果や特定入院料の施設基準等を踏まえ、特定の機能を有する病棟における
病床機能報告の取扱いを提示。

地域医療構想の策定 （～平成28年度までに全都道府県で策定）



都
道
府
県

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度
中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

地域医療構想について
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地域医療構想に係るこれまでの経緯について

２０１７年３月 全ての都道府県において地域医療構想（2025年の４機能ごとの必要病床量等）を策定
〔新公立病院改革プラン(2017年3月まで),公的医療機関等2025プラン(2017年12月まで)の策定〕

～２０１９年３月 公立・公的医療機関等において、先行して具体的対応方針の策定
⇒地域医療構想調整会議で合意

２０１９年 １月～ 厚生労働省医政局「地域医療構想に関するワーキンググループ（WG）」において、公立・公的医療機関
等の具体的対応方針について議論（再検証に係るものを含む）を開始

３月 第20回構想WG 「急性期機能」に着目した再検証の基本的フレームワークについて合意

４月～９月 第21回～第24回構想WG 分析ロジックについて議論

６月２１日 骨太の方針2019 閣議決定

９月２６日 再検証に係る具体的な対応・手法のとりまとめ、 公立・公的医療機関等の診療実績データの公表

１０月 ４日 第１回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場

１０月１７日～ 地方意見交換会（ブロック別）を順次開催

１１月 ６日～ 都道府県の要望に応じ、個別に意見交換会を順次開催

１１月１２日 第２回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場

１２月２４日 第３回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場

２０２０年 １月１７日 医政局長通知「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」を都道府県宛に発出
あわせて、都道府県に対し、「公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果」及び民間医療機関
の診療実績データを提供

１月３１日 重点支援区域 １回目選定（３県５区域）

３月 ４日 医政局長通知「具体的対応方針の再検証等の期限について」を都道府県宛に発出

３月１９日 第25回構想WG 民間医療機関の特性に応じた分析について議論開始

７月１７日 骨太の方針2020 閣議決定

８月２５日 重点支援区域 ２回目選定（６道県７区域）

８月３１日 医政局長通知「具体的対応方針の再検証等の期限について」を都道府県宛に発出
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地域医療構想の実現に向けたこれまでの取組について

１．これまでの取り組み

○ これまで、2017年度、2018年度の２年間を集中的な検討期間とし、公立・公的医療機関等
においては地域の民間医療機関では担うことのできない医療機能に重点化するよう医療機能を
見直し、これを達成するための再編統合の議論を進めるように要請した。

○ 公立・公的医療機関等でなければ担えない機能として、「新公立病院改革ガイドライン」や
「経済財政運営と改革の基本方針2018」においてはそれぞれ、
ア 高度急性期・急性期機能や不採算部門、過疎地等の医療提供等
イ 山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の提供
ウ 救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供
エ 県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高度・

先進医療の提供
オ 研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能
が挙げられている。

○ 2018年度末までに全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針が地域医療構想
調整会議で合意されるよう取組を推進。

公立・公的医療機関等に関する議論の状況

（病床ベース）

新公立病院改革
プラン対象病院

公的医療機関等2025
プラン対象病院

機能分化連携のイメージ（奈良県南和構想区域）

◼ 医療機能が低下している３つの救急病院を１つの救急病院（急性期）
と２つの回復期／慢性期病院に再編し、ダウンサイジング

機能再編
+

ダウンサイジング

急性期275床

急性期199床

急性期98床

急性期232床

回復期／慢性期90床

回復期／慢性期96床

418床
(▲154床）

572床

医師数

年間救急車受入件数

48.4人

2,086件 4,104件（1.97倍）

60.8人（1.26倍）
（３病院計）

◼ 機能集約化により医師一人当たりの救急受入件数が増え、地域全体の医療
機能の強化、効率化が促進された

地域医療構想の実現のための推進策

2019年３月末

○ 病床機能報告における定量的基準の導入

（36都道府県、79名（平成31年３月））

・調整会議における議論の支援、ファシリテート
・都道府県が行うデータ分析の支援 等

手術、重症患者に対
する治療等の実績が
全くない病棟

3.6万床

【2018～】基準の導入により、

高度急性期・急性期の選択不可

【従前】

高度急性期

急性期 （2017）

◼ 2018年10月からの病床機能報
告において診療実績に着目し
た報告がなされるよう定量的
基準を明確化し、実績のない
高度急性期・急性期病棟を適
正化

○ 2018年６月より地域医療構想アドバイザーを任命

○ 2018年６月より都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置

合意済み

95%

議論継続中 5% 2%

合意済み

98%

○ 介護医療院を創設し、介護療養・医療療養病床からの転換を促進

第３２回社会保障WG 資料１－１
（令和元年５月２３日）
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医政局地域医療計画課調べ（精査中）

公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の集計結果

9,937 8,637 
14,312 20,162 

114,785 108,568 

35,389 36,253 

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

公立病院
高度急性期 急性期 回復期 慢性期

ｰ 6,217床

(-5.4%)

+ 5,850床
(+40.9%)

-1,300床
(-13.1%)

※１ 具体的対応方針策定前の病床数として、2017年度病床機能報告を用いた。
※２ 合意に至っていない公立病院・公的医療機関等の病床数は除いて集計。

23,617 23,240 
18,710 24,555 

151,822 150,868 

108,144 104,632 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

公的医療機関等
高度急性期 急性期 回復期 慢性期

302,293床 +1,002床

ｰ 3,512床

(-3.2%)

ｰ 954床

(-0.6%)

+ 5,845床
(+31.2%)

ｰ 377床
(-1.6%)

174,423床 173,620床 303,295床

+ 864床

(+2.4%)

ｰ 803床

○ 高度急性期・急性期病床の削減は数％に留まり、「急性期」からの転換が進んでいない。
○ トータルの病床数は横ばい。
→ 具体的対応方針の合意内容が地域医療構想の実現に沿ったものになっていないのではないか。

2017年度の病床機能報告と具体的対応方針（2025年度見込）の比較 （参考）構想区域ごとの状況

病床数が減少する合意を
行った構想区域数

公立分 113 区域
公的等分 115 区域
民間分 131 区域

2017年度 2017年度2025年見込み 2025年見込み

○ 2015年度病床数と2025年の病床の必要量を比較すると、「高度急性期+急性期+回復期」の全国の病床数合計は、
89.6万床→90.7万床と増加する。

○ 公立病院・公的医療機関等の病床のうち、93％※は、高度急性期・急性期・回復期であり、具体的対応方針におけ
る2025年のトータルの病床数見込みの評価は慎重に行う必要がある。
※2015年度ベース

第３２回社会保障WG

（令和元年５月２３日）
資料１－１
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89.6
万床

※1

急性期

55.5万床（46％）

高度急性期

16.5万床（14%）

５
慢性期

30.6万床（25％）

回復期

19.2万床（16%）

急性期

59.6万床（48％）

高度急性期

16.9万床（14%）

慢性期

35.5万床（28％）

回復期

13.0万床（10%）

【2015年度病床機能報告】

合計 121.8万床

91.2
万床

0.5万床増

1.4万床減

2.1万床
増

4.0万床減

約2.8万床減

【2018年度病床機能報告（2019年5月時点暫定値）】

1.33

急性期

56.9万床（46％）

高度急性期

16.0万床（13％）

慢性期

34.6万床（28％）

回復期

17.1万床（14%）

合計 124.6万床

89.9
万床

※1：2018年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

病床機能ごとの病床数の推移

○ 2025年見込の病床数※１は121.8万床となっており、2015年に比べ、3.3万床減少する見込み。※２

○ 機能別にみると、高度急性期+急性期は4.6万床減少、回復期は6.2万床増加、慢性期は4.9万床減少
する見込み。

合計 125.1万床
2025年見込2018年

76.6
万床

0.9万床減

2.7万床減

4.1万床増

0.9万床減

72.9
万床

72
万床

2015年

第68回社会保障審議会医療部会 参考資料１
（令和元年９月１９日）
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2040年に向けて人材不足等の新たな課題に対応するため、地域医療構想の実現に向けた取組、医師偏在対策、医療従事者の働き方改革

を三位一体で推進し、総合的な医療提供体制改革を実施する。
地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について、診療実績データの分析を行い、具体的対応方

針の内容が、民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機能の再編、病床数等の適正化に沿ったもの
となるよう、重点対象区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うとともに、適切な基準を新たに設定した上で原則として
2019年度中（※）に対応方針の見直しを求める。民間医療機関についても、2025年における地域医療構想の実現に沿ったものとなるよう
対応方針の策定を改めて求めるとともに、地域医療構想調整会議における議論を促す。こうした取組によっても病床の機能分化・連携が進
まない場合には、2020年度に実効性のある新たな都道府県知事の権限の在り方について検討し、できる限り早期に所要の措置を講ずる。地
域医療介護総合確保基金の配分（基金創設前から存在している事業も含む）における大幅なメリハリ付けの仕組みや国が主導する実効的な
ＰＤＣＡサイクルを構築するとともに、成果の検証等を踏まえ、真に地域医療構想の実現に資するものとする観点から必要な場合には、消
費税財源を活用した病床のダウンサイジング支援の追加的方策を講ずる。病床の転換や介護医療院への移行等が着実に進むよう、地域医療
介護総合確保基金や急性期病床や療養病床に係る入院基本料の見直しによる病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コストの検証
を行い、必要な対応を検討する。 ※医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも2020年秋ごろまで。

地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進する。病床の役割分担を進めるためデータを国

から提供し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。これに
向けて、介護施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能の再編のための地域における議論の進め方を速やかに検討する。こ
のような自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方
について、速やかに関係審議会等において検討を進める。また、地域医療介護総合確保基金について、具体的な事業計画を策定した都道府

県に対し、重点的に配分する。

【経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年６月９日閣議決定）［抜粋］】

地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針について、昨年度に続いて集中的な検討を促し、2018

年度中の策定を促進する。公立・公的医療機関については、地域の医療需要等を踏まえつつ、地域の民間医療機関では担うことができない
高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等に重点化するよう医療機能を見直し、これを達成するための再編・統合の議
論を進める。 このような自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、
権限の在り方について、速やかに関係審議会等において検討を進める。病床の転換や介護医療院への移行などが着実に進むよう、地域医療
介護総合確保基金や急性期病床や療養病床に係る入院基本料の見直しによる病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コストの検証
を行い、必要な対応を検討するとともに、病床のダウンサイジング支援の追加的方策を検討する。

【経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）［抜粋］】

【経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）［抜粋］】

8



地域医療構想の実現に向けたさらなる取組について

分析項目ごとに診療実績等の一定の指標を設定し、当該医療機関でなければ担えないものに重点化されているか分析する。
重点化が不十分な場合、他の医療機関による代替可能性があるとする。
A 各分析項目について、診療実績が特に少ない。
B 各分析項目について、構想区域内に、一定数以上の診療実績を有する医療機関が２つ以上あり、かつ、お互いの所在地が近接
している。

２．今後の取り組み
- 合意形成された具体的対応方針の検証と構想の実現に向けた更なる対策

○ 2019年年央までに各医療機関の診療実績データを分析し、公立・公的医療機関等の役割が当該医療機関でなければ
担えないものに重点化されているか、合意された具体的対応方針を検証し、地域医療構想の実現に必要な協議を促進。

○ 今後、2019年年央までに、全ての医療機関の診療実績データ分析を完了し、「診療実績が少ない」または「診療実績が類似してい
る」と位置付けられた公立・公的医療機関等に対して、構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえつつ、医師
の働き方改革の方向性も加味して、当該医療機能の他の医療機関への統合や他の病院との再編統合について、地域医療構想調整会議で
協議し改めて合意を得るように要請する予定。

分析内容

分析のイメージ

類似の診療実績

診療実績が少ない

A
病
院

B
病
院

C
病
院

D
病
院

①診療実績のデータ分析
（領域等（例：がん、救急等）ごと）

民間

公立・公的等

②地理的条件の確認

A

B

C
D

類似の診療実績がある場合のう
ち、近接している場合を確認

③分析結果を踏まえた地域医療
構想調整会議における検証

同一構想区域

近接 遠隔

①及び②により

「代替可能性あり」と
された公立・公的医
療機関等

地域医療構想調整会議

医療機関の診療実績や
将来の医療需要の動向等を踏まえ、
医師の働き方改革の方向性も加味して、
○ 代替可能性のある機能の他の医療機関
への統合

○ 病院の再編統合
について具体的な協議・再度の合意を要請
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診療実績の分析と再検証の要請の流れ（イメージ）について

医療機関単位の
「診療実績が特に少ない」の分析

「診療実績が特に少ない」領域が
多数となる公立・公的医療機関等

9領域全て 再検証を要請
（医療機関単位）

A）「診療実績が特に少ない」の分析（がん・心疾患・脳卒中・救急・小児・周産期・災害・へき地・研修・派遣機能の９領域）

B) 「類似かつ近接」の分析 （がん・心疾患・脳卒中・救急・小児・周産期の６領域）

注） 人口100万人以上の構想区域に所在する公立・公的医療機関等は、類似の状況にある医療
機関が多数に及ぶことから別に整理が必要なため、今回は 「類似かつ近接」に係る再検証は
要請せず、今後、必要な検討を行うこととする。ただし、分析結果は公表する。

注）人口100万人以上の構想区域も含む。

医療機関単位の
「類似」かつ「近接」の分析

「類似」かつ「近接」領域が
多数となる公立・公的医療機関等

再検証を要請
（医療機関単位）

当該病院が所在する構想区域
における医療提供体制につい
て検証を要請（都道府県へ）

６領域全て
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○ 各医療機関が所在する構想区域の人口規模によって診療実績は影響を受けることから、構想区域を①「人口100万人以上」、
②「人口50万人以上100万人未満」、③「人口20万人以上50万人未満」、④「人口10万人以上20万人未満」、⑤「人口10万人
未満」の５つのグループに分けて、診療実績の分析を行う。



【地域医療構想の実現に向けて】 令和元年９月２７日：医政局

１．地域医療構想の目的は、2025年に向けて、地域ごとに効率的で不足のない医療提供体制を構築する
ことです。地域医療構想の実現により、限られた医療資源をそれぞれの地域で真に活用し、次の時代
に対応した医療を構築することができると考えています。

２．地域医療構想の実現に向けては、関係者のご理解・ご協力の下、これまでも地域で議論が積み重ね
られてきましたが、さらに取組を進めていく観点から、今回、高度急性期・急性期機能に着目した客
観的なデータを国から提供し、改めて、それぞれの医療機関に対し、今後の医療機能のあり方を考え
て頂くことといたしました。
※客観的データについては、「地域医療構想に関するワーキンググループ」における議論に基づくものです。

３．今回の取組は、一定の条件を設定して急性期機能等に関する医療機能について分析し、各医療機関
が担う急性期機能やそのために必要な病床数等について再検証をお願いするものです。したがって、
必ずしも医療機関そのものの統廃合を決めるものではありません。また、病院が将来担うべき役割や、
それに必要なダウンサイジング・機能分化等の方向性を機械的に決めるものでもありません。

４．今回の分析だけでは判断しえない診療領域や地域の実情に関する知見も補いながら、地域医療構想
調整会議の議論を活性化し議論を尽くして頂き、2025年のあるべき姿に向けて必要な医療機能の見直
しを行っていただきたいと考えています。その際、ダウンサイジングや機能連携・分化を含む再編統
合も視野に議論を進めて頂きたいと考えています。

５．今後、地域の医療提供体制の確保に向け、病院のダウンサイジングや統廃合が必要と地域が判断す
る場合には、国としても必要な支援等を行ってまいります。

厚生労働省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06991.html
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具体的対応方針の再検証等について（令和２年１月17日付け医政局長通知のポイント）

１．基本的な考え方

２．再検証要請等の内容

〇 このうち、「A 診療実績が特に少ない」（診療実績が無い場合も含む。）が９領域全て（以下「A9病院」という。）、又は「B 類似かつ近接」（診療実績が無い場合も

含む。）が６領域全て（人口100万人以上の構想区域を除く。以下「B6病院」という。）となっている公立・公的医療機関等の具体的対応方針を再検討の上、地域
医療構想調整会議において改めて協議し、合意を得るよう求めるもの。

（１）再検証対象医療機関（A9・B6病院）の具体的対応方針の再検証

以下①～③についてA9・B6病院で検討の上、その検討結果を調整会議で
協議すること。

B6病院が所在する構想区域の調整会議では、④についても協議すること。
A9病院が所在する構想区域の調整会議では、必要に応じて、④について
も協議すること。
① 現在の地域の急性期機能、人口の推移、医療需要の変化等、医療機関を
取り巻く環境を踏まえ、2025年を見据えた自医療機関の役割の整理

② ①を踏まえた上で、分析の対象とした領域ごとの医療機能の方向性
（他の医療機関との機能統合や連携、機能縮小等）

③ ①②を踏まえた４機能別の病床の変動

【構想区域全体の2025年の医療提供体制の検証】
④ 構想区域全体における領域ごとの2025年の各医療機関の役割分担の
方向性等（必要に応じて、病床数や医療機能を含む。）

（２）一部の領域で「診療実績が特に少ない」又は「類似かつ近接」に
該当する公立・公的医療機関等（A1~8・B1~5病院）への対応

調整会議において、A1～8・B1～5病院（人口100万人以上の構想区域を
除く。）の具体的対応方針について改めて議論すること。（※）
具体的対応方針の見直しが必要と調整会議が判断した場合、当該医療
機関は具体的対応方針の見直しを行い、調整会議で改めて協議の上、合
意を得ること。

※ 2019年３月までに合意された具体的対応方針における役割及び病床数が現状から変更が
ないもの等については、将来の医療需要等を踏まえてその妥当性を確認することに留意。

〇 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）において「地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対

応方針について、診療実績データの分析を行う」とされたことを踏まえ、地域医療構想調整会議における地域の現状や将来像を踏まえた議論を活性化させること
を目的に、厚生労働省において、公立・公的医療機関等の高度急性期・急性期機能に着目した診療実績データの分析を実施。

〇 厚生労働省の分析結果は、公立・公的医療機関等の将来担うべき役割や、それに必要な病床数や病床の機能分化・連携等の方向性を機械的に決めるもので

はない。各公立・公的医療機関等の取組の方向性については、地域医療構想調整会議において、当該分析だけでは判断し得ない地域の実情に関する知見を補
いながら、議論を尽くすこと。

（３）H29病床機能報告未報告医療機関等への対応
調整会議において、H29病床機能報告未報告等医療機関等は、具体的

対応方針の妥当性について、直近の自医療機関の実績等を踏まえて説明
すること。調整会議において合意が得られなければ、具体的対応方針を見
直し、調整会議で改めて協議の上、合意を得ること。

３．主な留意事項 ４．今後の進め方及び議論の状況把握
〇 定例的な調整会議の会議資料や議事録等はできる限り速やかな公表に努め
ること。ただし、国から提供した分析結果は、都道府県の最終確認を踏まえ国
が確定するまでは、当該資料等については非公表として取り扱うこと。
また、 随時開催を組み合わせながら、より多くの医療機関の参画が得られ
るような工夫をすること。

〇 公立・公的医療機関等については、開設主体ごとに期待される役割や税制
上・財政上の措置等の違いに留意が必要。 等

当面、「経済財政運営と改革の基本方針2019」を基本として、調整会議での
議論を進めること。
今後、厚生労働省において、再検証に係る地域医療構想調整会議の議論の
状況を把握し、2020年度から2025年までの具体的な進め方（スケジュール等）
については、状況把握の結果及び地方自治体の意見を踏まえ、整理の上改め
て通知予定。
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経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和２年７月17日閣議決定）抜粋

第３章 「新たな日常」の実現

４．「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現

（１）「新たな日常」に向けた社会保障の構築

現下の情勢を踏まえ、当面の最重要課題として、感染症の影響を踏まえ、新規感染者数の増大に十分対応することができる医

療提供体制に向けて万全の準備を進めておく必要がある。また、検査体制の強化、保健所の体制強化及びクラスター対策の強化

等に取り組むとともに、外出自粛下において再認識された日々の健康管理の重要性を踏まえ、エビデンスに基づく予防・健康づ

くり、重症化予防の取組もより一層推進する。今般の感染症に係る施策の実施状況等の分析・評価を踏まえつつ、その重要性が

再認識された以下の取組をより一層推進する。今般の診療報酬等の対応、病床・宿泊療養施設の確保状況、情報の利活用等の在

り方を検証し、より迅速・柔軟に対応できる医療提供体制を再構築する。骨太方針2018、骨太方針2019等の内容に沿って、社会

保障制度の基盤強化を着実に進め、人生100年時代に対応した社会保障制度を構築し、世界に冠たる国民皆保険・皆年金の維持、

そして持続可能なものとして次世代への継承を目指す。

①「新たな日常」に対応した医療提供体制の構築等

（柔軟かつ持続可能な医療提供体制の構築）

感染症の次の大きな波も見据え、今までの経験で明らかになった医療提供体制等の課題に早急に対応する。都道府県が、二次

医療圏間の病床や検査能力等の把握と必要な調整を円滑に行えるようにするとともに、医療機関間での医療従事者協力等を調整

できる仕組みを構築する。加えて、都道府県間を超えた病床や医療機器の利用、医療関係者の配置等を厚生労働大臣が調整する

仕組みを構築する。累次の診療報酬上の特例的な対応や新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等による対策の効果を踏

まえつつ、患者が安心して医療を受けられるよう、引き続き、医療機関・薬局の経営状況等も把握し、必要な対応を検討し、実

施する。また、本年の薬価調査を踏まえて行う2021年度の薬価改定については、骨太方針2018等の内容に新型コロナウイルス感

染症による影響も勘案して、十分に検討し、決定する。

感染症への対応の視点も含めて、質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の整備を進めるため、可能な限り早期に工程の具

体化を図る。その際、地域医療構想調整会議における議論の活性化を図るとともに、データに基づく医療ニーズを踏まえ、都道

府県が適切なガバナンスの下、医療機能の分化・連携を推進する。

病院と診療所の機能分化・連携等を推進しつつ、かかりつけ機能の在り方を踏まえながら、かかりつけ医・かかりつけ歯科

医・かかりつけ薬剤師の普及を進める。

13



新型コロナウイルス感染症の地域医療への影響例と課題

※地方公共団体との協議の場、専門家会議の議論等を踏まえ、事務局においてたたき台として作成。

○ 今般の新型コロナウイルス感染症の流行は、我が国の医療提供体制に多大な影響を及ぼしている。
これに対し、様々な対策を講じてきたところであるが、地域医療において、例えば以下のような課題が浮
き彫りとなっており、引き続き、新型コロナウイルス感染症に対する対応を最重要の課題として、スピード
感を持ってこれに全力を注ぐことが重要である。

【行政の課題】

・ 局所的な病床数の不足の発生

・ 感染症対応も含めた医療機関間の

役割分担・連携体制の構築

・ マスク等の感染防護具、人工呼吸器等

の医療用物資の確保・備蓄 など

○ また、我が国の人口減少と高齢化は引き続き進行する。そして、医療需要の増加とサービス提供人口
の減少が同時に生じる。これらを考慮すれば、病床確保計画やPPE等の備蓄計画等の対策に加え、効
果的・効率的な医療提供体制を構築するための取組（医療計画（疾病・事業ごとの医療連携体制の在り
方を含む。）、地域医療構想、医師の働き方改革、医師偏在対策の取組やかかりつけ医機能の普及等
の取組）は着実に進めるべきではないか。

○ こうした課題も含め、様々な課題に対応できる柔軟性ある医療提供体制（入院、外来（かかりつけ医機
能の強化、オンライン診療、外来機能の分化・連携）、在宅医療、医療人材等）の構築を目指すべきでは
ないか。また、医療に関するデータヘルス改革についても進めていくべきではないか。

○ 上記の方向性を踏まえつつ、各検討会等（医療計画の見直しに関する検討会、地域医療構想ワーキ
ンググループ、医師の働き方改革の推進に関する検討会等）で具体的な検討を行うべきではないか。

【医療現場の課題】

・ 患者の医療機関への受診控え

・ 局所的な病床数の不足の発生

・ 特定の診療科における医師不足、

看護師等の不足の発生 など

第75回
社会保障審議会医療部会
（令和２年８月24日）

資料１
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第75回医療部会(8/24)における主なご意見について

○ 今回の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえると、５疾病５事業があるけれども、それに加えて
新興・再興感染症対策の追加を医療計画の中にしっかり盛り込むべきではないかということの指摘を申
し上げたい。21世紀に入ってからも、これまでにもいろいろな新興・再興感染症の出現があったわけで
ありまして、2003年のSARSあるいは2009年の新型インフルエンザなど、今回のものを含めてこれまでに
３回このような事態が起こっているので、平常時からの備えとして計画を立てておくことが欠かせない
のではないかということで、この医療計画の中に新興・再興感染症対策をどういうふうに位置づけるか
ということについての検討をお願いしたい。

○ 地域医療構想は、2025年を見据えた地域の医療提供体制をどう地域の調整会議の中で検討し、病院の
自主的な取組の中で病院の病床数や病棟を見直していくかという議論であったと理解している。将来的
にもまた別の新型感染症が発生する可能性を考えれば、こうした感染症の流行も踏まえながら、改めて
地域の医療提供体制をどう構築するかが重要だと考える。また、圏域や都道府県を超えた連携も時に必
要になってくると考えている。今回新型コロナ禍で患者・住民の受診行動がどのように変化したか、そ
のことによって治療内容や患者の心身にどういう影響があったかなど、今後の分析とその結果を地域医
療構想の検討などに活用されることを求めたい。

○ 少子高齢化という中長期的な課題が不変である以上、地域医療構想あるいはかかりつけ医機能の強化
といった取組は着実に進めるべき。感染症の拡大が突発的あるいは急速に起こり得ることを踏まえれば、
医療施設の最適配置の実現あるいは地域医療構想の連携を進める必要性が、今回のコロナ禍で逆にさら
に明らかになったとも言えるのではないか。

○ 昨年９月に示された４２４の公立・公的医療機関等のうちの幾つかの医療機関が、指定感染症機関あ
るいはそのバックアップ機関として地域で最も活躍した病院になっていたということもあるため、今回
のコロナに関するいろいろな診療機能等の実態をもう一度調査し、それを地域医療構想の中のデータと
してぜひお示しいただきたい。
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第21回医療計画の見直し等に関する検討会

令 和 2 年 1 0 月 １ 日

資料

１



新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた今後の地域医療構想の進め方について

16

【通知の内容（抜粋）】

今般、「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決定）におい

て「感染症への対応の視点も含めて、質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の整備を

進めるため、可能な限り早期に工程の具体化を図る。」とされたところである。また、新

型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた今後の医療提供体制について、「社会保障審

議会医療部会」において議論を開始したところである。

このため、「2019年度中（※医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも

2020年秋頃まで）」とされた再検証等の期限を含め、地域医療構想に関する取組の進め

方について、これらの議論の状況や地方自治体の意見等を踏まえ、厚生労働省において改

めて整理の上、お示しすることとする。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決定）を踏まえ、「具体的対応
方針の再検証等の期限について」（令和２年８月31日付け医政発0831第３号厚生労働省医政局長
通知）を発出。



新型コロナウイルス感染症を踏まえた医療提供体制構築に関する現状・課題

１．現状

○ 地域の実情に応じた医療提供体制の確保に関しては、各都道府県において、

・ 「医療計画」を策定し、疾病・事業ごとに、必要となる医療機能や各医療機能を担う医療機関等を定めるなど
して、医療連携体制の構築に向けた取組を進めるとともに、

・ 「地域医療構想」を策定し、病床機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）ごとに、2025年の医療需要
と病床必要量を推計した上で、地域医療構想調整会議において協議を進めるなどして、将来の医療需要を見据え
た病床機能の分化・連携に向けた取組を進めているところ。

※ 外来医療に関しては、本年２月以降、本検討会において、外来機能の分化・連携に向け、外来機能の明確化、かかりつけ医
機能の強化、外来医療のかかり方に関する国民の理解の推進について議論を進めてきたところ。

○ 一方、感染症の医療提供体制の確保に関しては、各都道府県において、感染症法に基づく「予防計画」を策定し、
感染症指定医療機関の整備や感染症患者の移送体制の確保等の取組を進めているところ。

○ 今般の新型コロナウイルス感染症の対応に当たっては、同種の感染症への対応に関する知見がない中で、例えば、
感染症指定医療機関（感染症病床）のみならず、その他の医療機関（一般病床）においても多くの感染症患者を受
け入れるなど、これまでの「医療計画」や「予防計画」等では想定されていない事態が生じており、新型コロナウ
イルス感染症以外の医療連携体制（役割分担・連携）も大きな影響を受けている状況。

２．課題

○ 足下の新型コロナウイルス感染症対応に引き続き全力を注ぎつつ、この対応により得られた知見を踏まえ、今後、
特に新興・再興感染症が発生した際に、行政・医療関係者が連携の上、円滑・適切に対応できるよう、新型コロナ
ウイルス感染症以外の医療連携体制への影響を勘案しながら、新興・再興感染症対応に係る医療連携体制を構築す
る必要。

○ 併せて、引き続き進行する人口構造の変化を見据えた上で、新興・再興感染症が発生した際の影響にも留意しつ
つ、入院医療・外来医療双方において、質の高い効率的な体制の確保に向けた取組を進める必要。
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第21回医療計画の見直し等に関する検討会

令 和 2 年 1 0 月 １ 日

資料

１



新型コロナウイルス感染症を踏まえた医療提供体制構築に関する論点

18

医療連携体制の構築（医療計画）

○ 新興・再興感染症対応に係る医療連携体制に関し、感染症法等における今後の対応（基本指
針、予防計画など）を踏まえつつ、医療計画（疾病・事業ごとの医療連携体制の在り方を含
む。）との関係についてどのように考えるか。

将来の医療需要を見据えた病床機能の分化・連携（地域医療構想）

○ 平時の入院医療体制を想定した「地域医療構想」に関し、新興・再興感染症対応の内容を踏
まえつつ、今後の取組についてどのように考えるか。

・ 感染拡大時の受入体制確保についてどのように考えるか
・ 「具体的対応方針の再検証等」などの取組にどのような影響があるか
・ 今後の人口構造の変化を踏まえ、どのような工程で議論・取組を進めていくか など

外来機能の分化・連携

関係審議会・検討会等において新興・再興感染症対応の課題について整理の上、
本検討会においても必要な検討を実施

詳細について、地域医療構想ワーキンググループにおいて検討

引き続き、本検討会において検討（次回以降議論）

第21回医療計画の見直し等に関する検討会

令 和 2 年 1 0 月 １ 日

資料

１



２．令和２年度病床機能報告について

19



令和２年度病床機能報告の実施等について（令和２年９月３０日医政局地域医療計画課長通知）

20

○ 令和２年８月14日開催の第26回地域医療構想に関するワーキンググループにおける検討結果等を踏まえ、「令和２

年度病床機能報告の実施等について」（令和２年９月３０日付け医政地発0930第６号厚生労働省医政局地域医療計課

長通知）を都道府県等に発出。

１．入院診療実績の報告対象期間の通年化等について

① 令和３年度以降の病床機能報告においては、入院患者に提供する医療の内容のうちレセプト情報による方法で報
告を行うこととなっている項目（以下「入院診療実績」という。）の報告対象を、通年（前年４月～３月分）の実
績とする。

② 令和２年度の病床機能報告については、①の取扱いを前提としつつ、新型コロナウイルス感染症対応下において、
病床機能報告対象病院等の負担軽減を図るため、入院診療実績の報告を求めない（※）こととする。

主な内容

※ 令和２年度病床機能報告に関して、入院診療実績の報告を不要とすることについては、本年９月28日に「令和二年十月一日から同月三十一日
までの間に行うものとされる病床機能報告に関する医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医
療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の特例」（令和２年厚生労働省告示第329号）を告示。

２．報告対象期間の通年化に向けた対応について

電子レセプト情報による方法により年間の診療実績等を報告する際に病棟別の診療実績を報告できるよう、「病床

機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録の通年化について」（令和２年３月16日付け医政地発0316

第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（次頁参照））で示した内容について留意すること。



「病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録の通年化について」
（令和2年3月16日付け医政地発0316第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

21

第１ 電子レセプトへの病棟情報の記録の趣旨

病床機能報告制度においては、医療機関が簡便な方法により報告が可能となるよう、入院患者に提供する医療の

内容の項目については、電子レセプトを活用しており、電子レセプトに病棟コードを記録することにより病棟単位

での入院患者に提供する医療の内容を把握するものである。

これにより、病床機能報告における報告項目について、病棟単位での分析が可能となり、また、報告項目の報告

対象期間を通年化することにより、季節変動を踏まえた分析も可能となることから、今後、病床機能報告制度の改

善に向けた検討を進めるとともに、地域において、当該情報を関係者間で共有することで、機能分化・連携に資す

るものとなる。

第２ 電子レセプトへの病棟情報の記録の内容

１ 記録の対象となる医療機関

一般病床及び療養病床を有する病院であって、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関。

なお、有床診療所については、１病棟として取り扱うため、病棟コードの記録は不要とする。

２ 具体的な記録方法

現在、６月診療分であって７月請求分である入院分の診療報酬請求において、入院基本料等を算定する病棟を基

本として、当該病棟の病棟コードを電子レセプトに記録することとしているが、令和２年度診療報酬改定に伴うシ

ステム改修等に併せて、全診療月の入院分の電子レセプトに病棟コードを記録すること。

なお、自費等で入院している患者については、一連の入院期間中に診療報酬請求が発生しない場合は病棟コード

の記録はないが、診療報酬請求が発生する場合には、入院基本料等の算定の有無に関わらず、入院分の電子レセプ

トに病棟コードを記録すること。

電子レセプトへの具体的な記録方法の参考として、「病床機能報告に関する電子レセプト作成の手引き」や、電

子レセプトへの病棟コード記録に係る「病床機能報告用マスターファイル」及び「病床機能報告用マスターファイ

ル仕様」等の資料を、病床機能報告制度ホームページに掲載している。

対象となる医療機関は、当該ホームページを参照の上、各病棟に対応する病棟コードを管理すること。

（以下、通知の抜粋）

（参考１）



（参考２） 手術等の診療実績の報告対象期間の通年化の経緯
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第19回地域医療構想に関するＷＧ（平成31年2月22日）

診療実績に係る報告対象期間の見直しについて議論。

【見直しの必要性】

○ 現在、地域医療構想の実現に向けては、公立・公的病院等が担うべき役割に着目して集中的に議論を実施。
民間医療機関では担うことができない機能への重点化の視点（民間医療機関による代替可能性）など、さらに深い視点で地域ごとの
議論を進めていくためには、手術などの診療実績に着目していくことが重要

○手術等の診療実績に係る報告は、１ヶ月分の実績（6月診療分）の報告に留まっており、季節変動などの要素で報告値が変動する懸念。

【了承した内容】

○ 各医療機関が担っている役割に関する重要な評価指標となり得る手術等の診療実績については、その報告対象期間を、現在の１ヶ月
分（６月診療分）から、通年化するよう見直しを進める。

○ 通年化を実施する時期については、病棟コード入力のためのレセプトコンピューターの改修といった作業工程上の課題を考慮し、
2021年度の報告から見直しを反映することを念頭に進める。

病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録の通年化について
（令和２年３月16日付け医政地発0316第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

都道府県等を対象に以下の事項について周知。

○ 病床機能報告制度について、令和３年度以降なるべく早期に手術等の診療実績の報告対象期間の通年化を行うこととし、通年化の適
用時期は追って周知する。

○ 令和２年度診療報酬改定に伴うシステム改修等に併せて、全診療月の入院分の電子レセプトに病棟コードを記録すること。

新型コロナウイルス感染症対応下であることを踏まえた令和２年度病床機能報告の実施について議論し、以下の事項について了承を得る。

○ 令和３年度病床機能報告における診療実績の報告の通年化を前提として、令和２年度病床機能報告では、入院患者に提供する医療の
内容のうちレセプト情報による方法で行うこととなっている項目については報告を求めない。

○ 令和２年度病床機能報告では、令和２年度診療報酬改定を踏まえた「具体的な医療の内容に関する項目」を除き、報告項目の追加・
変更は行わない。

第26回地域医療構想に関するＷＧ（令和２年８月14日）
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季節変動に関する意見

○ 手術等の診療実績に係る報告は、１ヶ月分の実績（6月診療分）の報告に留まっており、季節変動などの要素で報告値
が変動する懸念。

○伊藤構成員 資料２－１の８ページになりますけれども、病棟ごとに提供されている医療の内容で、フキダシの括弧にありますように、48

病棟（38施設）で実施件数ゼロというものがあるのですが、これは一体どれぐらいの期間でこれを測定されたかということ。特に循環器

系の疾患は季節要因が大変大きいわけで、それを十分に加味した上でこういう数字が出ているのかどうかも確認したいと思います。

○伯野医師確保等地域医療対策室長 期間としては、６月の１カ月間でございます。

○伊藤構成員 そうすると６月は比較的循環器系疾患の発生が少ない時期になるわけでして、これはきっちりした形である程度の期間、しか

も季節要因を考慮して１年間の症例数を提示していただくことが必要ではないかと思いますので、よろしくお願いします。

「高度急性期」と報告された「循環器内科」の病棟であっても「経皮的冠動脈形成術」を実施していない

第７回地域医療構想に関するＷＧ 資料２－１を一部加工

1ヶ月間の病棟あたり
実施件数が1以上10未満の365病棟

1ヶ月間の病棟あたり
実施件数が０の103病棟

平成２８年６月
病棟あたり診療実績

病棟数 割合

10件以上 296 38.7%

1以上10未満 365 47.8%

0 103 13.5%

合計 764 100.0%

病
床
あ
た
り
経
皮
的
冠
動
脈
形
成
術
の
レ
セ
プ

ト
件
数

103病棟のうち、
55病棟（10施設）：
同じ施設内の他病棟で実施

48病棟（38施設）：
施設全体で実施件数０件

【第７回地域医療構想に関するＷＧ 議事抜粋】

第 1 ９ 回 地 域 医 療 構 想
に 関 す る W G

平 成 ３ 1 年 ２ 月 ２ ２ 日

資料

２



医療機能等 入院患者に提供する医療の内容

令和元年度病床機能報告の報告項目と対象期間・時点の関係

構造設備・人員配置等

報告項目

期間・時点 →1ヶ月分（6月診療分）→7月1日時点 →１年分（前年7月～報告年6月分）
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一部改

医療機能（現在／2025年の方向）
※介護保険施設等に移行する場合は移行先類型

病
床
数
・
人
員
配
置
・
機
器
等

許可病床数、稼働病床数（一般・療養別）
※病棟全体が非稼働である場合はその理由
※経過措置（1床当たり面積)に該当する病床数

算定する入院基本料・特定入院料

主とする診療科

設置主体

職員数（医師、歯科医師、看護師、准看護師、看護
補助者、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士、薬剤師数、臨床工学士、診療放射線技師、臨
床検査技師、管理栄養士）

DPC群の種類

特定機能病院、地域医療支援病院の承認有無

施設基準届出状況 （総合入院体制加算、在
宅療養支援病院／診療所、在宅療養後方支
援病院）
※在宅療養支援病院である場合は看取り件数

三次救急医療施設、二次救急医療施設、
救急告示病院の有無

高額医療機器の保有状況 （ＣT、ＭＲＩ、血管連

続撮影装置、ＳＰＥＣＴ、ＰＥＴ、PETCT、PETMRI、強
度変調放射線治療器、遠隔操作式密封小線源治療
装置、ガンマナイフ、サイバーナイフ、内視鏡手術用
支援機器（ダヴィンチ））

退院調整部門の設置状況、職員数（医師、看
護職員、MSW、事務員）

建物の建築時期・建物の構造

入
院
患
者
の
状
況

１年間の新規入棟患者数（予定入院・緊急入
院別）、在棟患者延べ数、退棟患者数

１年間の新規入棟患者数（入棟前の場所別）

１年間の退棟患者数（退棟先の場所別、退院
後の在宅医療の予定別）

幅
広
い
手
術

の
実
施

手術件数（臓器別）、全身麻酔の手術件数

人工心肺を用いた手術

胸腔鏡下手術、腹腔鏡下手術

が
ん
・
脳
卒
中
・
心
筋
梗
塞
等
へ
の
治
療

悪性腫瘍手術

病理組織標本作製、術中迅速病理組織標本作製

放射線治療、化学療法

がん患者指導管理料

抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍
剤肝動脈内注入

超急性期脳卒中加算、t-PA投与、脳血管内手術

経皮的冠動脈形成術

分娩件数

入院精神療法、精神科リエゾンチーム加算、認知症ケア加算、
精神疾患診療体制加算、精神疾患診断治療初回加算

重
症
患
者
へ
の
対
応

ハイリスク分娩管理加算、ハイリスク妊産婦共同管理料

救急搬送診療料、観血的肺動脈圧測定

持続緩徐式血液濾過、大動脈バルーンパンピング法、
経皮的心肺補助法、補助人工心臓・植込型補助人工心臓

頭蓋内圧持続測定

人工心肺

血漿交換療法、吸着式血液浄化法、血球成分除去療法

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合

救
急
医
療
の
実
施

院内トリアージ実施料

夜間休日救急搬送医学管理料

救急医療管理加算

在宅患者緊急入院診療加算

救命のための気管内挿管

体表面ペーシング法／食道ペーシング法

非開胸的心マッサージ、カウンターショック

心膜穿刺、食道圧迫止血チューブ挿入法

休日又は夜間に受診した患者延べ数
（うち診察後、直ちに入院となった患者延べ数）

救急車の受入件数

急
性
期
後
・
在
宅
復
帰
へ

の
支
援

入退院支援加算、小児加算、入院時支援加算、救急・在宅等
支援（療養）病床初期加算／有床診療所一般病床初期加算、
急性期患者支援（療養）病床初期加算及び在宅患者支援（療
養）病床初期加算

地域連携診療計画加算、退院時共同指導料

介護支援連携指導料、退院時リハビリテーション指導料、
退院前訪問指導料

全
身
管
理

中心静脈注射、呼吸心拍監視、酸素吸入

観血的動脈圧測定、ドレーン法、胸腔若しくは腹腔洗浄

人工呼吸、人工腎臓、腹膜灌流

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法

疾
患
に
応
じ
た
／
早
期
か
ら
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

疾患別リハビリテーション料、早期リハビリテーション加算、
初期加算、摂食機能療法

休日リハビリテーション提供体制加算

入院時訪問指導加算、
リハビリテーションを実施した患者の割合

平均リハ単位数／1患者1日当たり、１年間の総退院患者数、
１年間の総退院患者数のうち、入棟時の日常生活機能評価
が１０点以上であった患者数・退棟時の日常生活機能評価が、
入院時に比較して４点以上改善していた患者数

長
期
療
養
患
者
・
重
度
の

障
害
者
等
の
受
入

褥瘡対策加算

重度褥瘡処置、重傷皮膚潰瘍管理加算

難病等特別入院診療加算、特殊疾患入院施設管理加算

超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算

強度行動障害入院医療管理加算

有
床
診
療
所
の

多
様
な
機
能

往診患者述べ数、訪問診療患者述べ数、
看取り患者数（院内／在宅）

有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料

急変時の入院患者数、有床診療所の病床の役割

過去１年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病
院の一般病棟からの受入割合

医
科
歯

科
連
携

歯科医師連携加算、周術期口腔機能管理後手術加算、周術
期口腔機能管理料



３．重点支援区域について
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● 「重点支援区域」における事例としての対象は、
「複数医療機関の医療機能再編等事例」とし、以下①②の事例も対象と
なり得る。

① 再検証対象医療機関（※）が対象となっていない再編統合事例
② 複数区域にまたがる再編統合事例

重点支援区域について

背景１

選定対象・募集時期3

支援内容4

● 「重点支援区域」は、都道府県からの申請を踏まえ、厚生労働省において選定する。なお、選定は複数回行うこととする。

● 都道府県は、当該区域の地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意を得た上で、「重点支援区域」に申請を行うものとする。

以下の事例を有する区域については、医療機能再編等を進める上で論点が
多岐に渡ることが想定されるため、優先して「重点支援区域」に選定する。
なお、再検証対象医療機関が含まれる医療機能再編等事例かどうかは、

選定の優先順位に影響しない。

①複数設置主体による医療機能再編等を検討する事例
②できる限り多数（少なくとも関係病院の総病床数10％以上）の病床数を
削減する統廃合を検討する事例

③異なる大学病院等から医師派遣を受けている医療機関の医療機能再編等
を検討する事例

④人口規模や関係者の多さ等から、より困難が予想される事例

選定区域5

【優先して選定する事例】

重点支援区域に対する国による技術的・財政的支援は以下を予定。

【技術的支援】（※）
・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に
関するデータ分析

・関係者との意見調整の場の開催 等

【財政的支援】
・地域医療介護総合確保基金の令和２年度配分における優先配分
・新たな病床機能の再編支援を一層手厚く実施

※ 厚生労働省が分析した急性期機能等について、「診療実績が特に少ない」（診療実
績がない場合も含む。）が９領域全てとなっている、又は「類似かつ近接」（診療実
績がない場合も含む。）が６領域（人口100万人以上の構想区域を除く。）全てと
なっている公立・公的医療機関等

経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年6月21日閣議決定）において、地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針
について診療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機能の再編、病床
数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点支援区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うこととされた。

基本的な考え方2

● 重点支援区域の申請または選定自体が、医療機能再編等の方向性を決めるものではない上、重点支援区域に選定された後も医療機能再編等の結論について
は、あくまでも地域医療構想調整会議の自主的な議論によるものであることに留意が必要。

【１回目（令和２年１月31日）に選定した重点支援区域】
・宮城県（仙南区域、石巻・登米・気仙沼区域）
・滋賀県（湖北区域）
・山口県（柳井区域、萩区域）

● 重点支援区域申請は、当面の間、随時募集する。

【２回目（令和２年８月25日）に選定した重点支援区域】
・北海道（南空知区域、南檜山区域） ・岡山県（県南東部区域）
・新潟県（県央区域） ・佐賀県（中部区域）
・兵庫県（阪神区域） ・熊本県（天草区域）

これまでに以下の９道県12区域の重点支援区域を選定。
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※ 今般の新型コロナへの対応を踏まえ、地域における今後の感染症対応を
見据えた医療提供体制の構築に向けた検討に資するよう、国の検討会等に
おける議論の状況について情報提供を行う。



〇 団塊の世代が75歳以上となる2025年の地域医療構想の実現に向け、国から都道府県に対し公立・公的医療機関等が策定した
医療機能の分化・連携に向けた具体的対応方針について再検証を求め、医療機関同士の再編統合の検討を除いて2019年度内に
見直しを行うこととなっている。

○ 2020年度より見直した具体的対応方針に基づいて、医療機能の移管や、医療機関同士の再編統合の取組を実施していくこと
となるが、医療機関間の勤務環境、給与体系、一時的な収益減少等の調整が障壁となる。

○ また、2024年の医師の働き方改革を踏まえると、医師の時間外労働を縮減し、地域において効率的な医療提供体制を構築し、
医療従事者を効果的かつ効率的に配置する必要があり、これまで以上に高度な調整を要することが見込まれる。

〇 特に、国が設定する重点的に支援する区域（重点支援区域）については、都道府県と連携し、再編統合の方向性等について
直接助言することとしており、適切な助言を行うために必要な事項の整理やデータの分析を行うとともに、再編・統合の調整

過程で発生した課題に迅速に対応していく必要がある。

現状と課題

〇 過去の再編統合事案における人事給与体系等の労働条件についての調整内容の調査・分析。
〇 医療機関からの相談窓口を設置し、再編統合の際に必要となる対策のための基礎資料（財務シミュレーション、統合した際

のデメリットを縮小するための諸施策の立案、人材統合のための研修、人事配置等の対策等）の作成に関する助言。
○ 国が設定する重点的に支援する区域の再編統合後の勤務環境や給与体系及び一時的な収益の減少等の給与体系等に関する調

査分析。
○ 国が設定する重点的に支援する区域の国、都道府県及び医療機関による意見調整の場の設置

事業内容

医療機能の分化・連携に向けた具体的対応方針に対する病院支援事業
令和２年度予算額 89,531千円（0千円）

重点支援区域（約10区域）内の
再編統合検討医療機関

厚生労働省

関係者との意見調整

②基礎資料の提供や再編統合の方向性等の直接的な助言

①データの提出、再編統合の方向性等の相談

受託事業者（シンクタンク等）
・参考となる事案の調査、給与データ等の分析
・再編統合の方向性の検証等
・相談窓口設置
・意見調整の場を開催（必要に応じて）

＜重点的に支援する区域の事業のイメージ＞
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